
 

【第 4報】 

面会禁止継続のご案内 
 

緊急事態宣言の延長に伴い、5月 7日からも 

面会禁止を継続させていただきます。 

 

洗濯物に関しては、9 時～11 時／13 時～17 時

の間に受付で病室と患者さまのお名前をお伝えい

ただき、喫茶きらら内でお待ちください。スタッフ

がお持ちします。 

病棟の状況により、お待たせすることがあります。

なお、11 時～13 時は対応できませんのでご注意

ください。 

 

面会禁止の継続は、緊急事態宣言の解除までを予定 

しております。 

皆さまのご理解・ご協力をお願い致します。 

 

※入退院時や面談・緊急時は別途対応させていただきます。 

2020年 5月 5日 

 船橋市立リハビリテーション病院 

 院長 梅津博道  


